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第２号様式 

会 議 議 事 録 

 

 

１ 会議名 令和元年度第２回長岡市国民健康保険運営協議会 

２ 開催日時 令和２年２月13日（木曜日）午後１時30分から午後３時まで 

３ 開催場所 アオーレ長岡 東棟３階 301会議室 

４ 出席者名 （委 員）田村会長 久力委員 清水委員 鈴木委員 

 石原委員 長尾委員 荒井委員 大野委員 

 上村委員 北村委員 高野委員 竹内委員 

 村田委員 高杉委員 

（事務局）近藤福祉保健部長 

（国保年金課） 

東樹国保年金課長  長谷川国保年金課長補佐 

 老田国保保険料係長 倉部滞納対策担当係長 

古川国保給付係長  飛田主査  

（健康課）  

 西山健康課長    内山成人保健係長 

５ 欠席者名 山田委員 

６ 議題 １ 諮問事項 

（1）令和２年度国民健康保険料（案）について 

（2）長岡市国民健康保険条例の一部改正（案）について 

２ 報告事項 

（1）平成 30 年度長岡市国民健康保険事業特別会計決算について 

（2）令和２年度事業について 

（3）保健事業の取組みについて 

７ 審議結果の概要 １(1) 令和２年度国民健康保険料（案）について 

資料１で説明し、「原案のとおり」で了承 

１(2) 長岡市国民健康保険条例の一部改正（案）について 
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資料２で説明し、「原案のとおり」で了承 

２(1) 平成 30 年度長岡市国民健康保険事業特別会計決算について 

資料３で説明 

２(2) 令和２年度事業について 

資料４で説明 

２(3) 保健事業について 

   資料５で説明 

８ 審議の内容 

田村会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

田村会長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

会議次第により、議事を進めます。 

最初に、議事録署名委員の指名を行います。 

議事録署名委員は、協議会規則第10条の規定により、会長におい

て「石原委員」と「村田委員」を指名します。 

 

本日は議題５件の審議を予定しています。 

まず、諮問事項２件について、事務局から一括で説明をしてもら

い、まとめて質疑を行います。 

その後、報告事項３件について、事務局から一括で説明をしても

らい、まとめて質疑を行うこととします。 

 

最初に、諮問事項２件について、事務局から一括して説明をお願

いします 

 

資料１・２により説明 

 

ただ今、事務局から説明がありましたが、ご意見やご質問はあり

ませんか。 

 

（意見・質問なし） 

 

ご意見がないようでしたら、諮問事項２件については、「原案のと

おり異議なし」と答申してよろしいでしょうか。 
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委員 

 

田村会長 

 

 

事務局 

 

田村会長 

 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

（異議なし） 

 

次に、報告事項３件について、事務局から一括して説明をお願い

します。 

 

 資料３・４・５により説明 

 

ただ今、事務局から説明がありましたが、ご意見やご質問はあり

ませんか。 

 

 資料５の特定検診受診率には、歯科検診も含むのか。 

 

 含んでいません。 

  

 健康寿命の延伸を推進するためには、口の健康が非常に重要と考

えている。第２期データヘルス計画において、口腔ケアに関わる目

標がないことを残念に思う。 

 

 以前の国保運協でも話題になったことがあるが、口腔ケアは非常

に重要と認識している。 

 市は口腔健康の取組みは行っているのか。 

 

 対象者を国保加入者に特化せず、一般会計で歯科・口腔対策の取

組みを行っています。 

 

 医療費適正化通知が確定申告に使用できるようになったことは評

価しているが、通知の発送時期を早めることはできないのか。 

 

 ２月上旬の発送でも、前年10月診療分までしか掲載できていない

状況ですので、通知の発送時期を現状よりも早めた場合、通知に掲

載できる情報がさらに少なくなってしまいます。被保険者の利便性

を考慮すると、通知の発送時期をさらに早めることは難しいと考え

ています。 
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委員 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 マイナンバーカードを普及させるためには、市全体で啓発を考え

て進めるべき。市が地域の公民館に出向いて、運転免許証のように

即日発行するぐらいの取組みがないと普及は進まないと思う。 

 

 医療費通知書の対象とする年齢など基準はあるのか。 

 

 すべての国保加入世帯に対して、通知を送付しています。 

 年齢に関わらず、世帯内の国保加入者全員を対象としています。 

 

 １人当たり医療費が増加している原因等はどう考えているのか。 

 

 国保加入者のうち、自己負担割合が２割で診療機会が多い70歳以

上の前期高齢者の比率が増えている影響が大きいと考えています。

オプジーボなどの超高額薬が登場した影響もあると思います。 

 本日、配布した「国民健康保険の実態」の32、33ページに、区分

ごとの内訳を掲載してあるので、参考にしてください。 

 

 特定健診の受診率向上を図るための取組みとして、「ワンコイン受

診」には期待している。 

 40歳から64歳までの方は、年代的に、日中は働いていて健診の時

間が取れない方も多いと思うので、夜間も健診会場を開くなど、時

間帯についても、検討して欲しい。 

 

 令和２年度診療報酬改定で、ジェネリック医薬品調剤の達成率が

低い薬局は減算されるルールもできたので、シールタイプにするこ

とで、本人が気軽にジェネリック医薬品を希望する意思表示ができ

るようになることはありがたいと感じている。 

 重複・多剤投薬者対策は、今後も積極的に協力させていただきた

い。ポリファーマシー対策については、薬局が担うべき立場にある

と認識している。 

 医師会も薬剤師会も、窓口負担未払い者の対応で頭を悩ませてい

る。滞納情報を共有できる仕組みができるとありがたい。 
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委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

田村会長 

 

 

 

事務局 

 

田村会長 

 健康寿命の延伸と医療費適正化は非常に重要と考えている。 

 国が言うことだけをやるのではなく、市町村独自の取組みも大事

だと思うので、是非工夫していただきたい。 

 飲酒・喫煙習慣の有無に関わらず、保険料や自己負担額が一律な

現状は問題があるという意見を持つ方もいるので、このあたりを市

で独自に検討してもいいと思う。 

 

 今後は、市町村それぞれが、いかに工夫・努力できるかが重要と

考えています。 

 市の独自性を出すことを意識して、健康寿命を延伸するための取

組みを進めていきたい。 

 

ほかに何かご質問等はありますか。 

なければ、３の「その他」について、事務局から何かあれば説明

をお願いしたい。 

 

特にありません。 

 

他に何かございませんか。 

なければ、本日の議題は以上となります。 

上記議事録は、その記載内容が事実と相違ないことを確認し、ここに署名する。 

      会 長 

 

      委 員 

 

      委 員 

 

９ 会議資料   別添のとおり 

 


